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志摩市職員（看護師・准看護師）募集要項 

 

志 摩 市 役 所 

 

 平成２３年度の職員採用試験(採用は平成２４年４月１日)を次のとおり実施します。 

 

１ 募集職種   

志摩市民病院 看護師・准看護師  ８人 

 

２ 受験資格 

     ①看護師資格または准看護師資格を有し、シフト制による三交代勤務が可能な人  

       （採用時までに資格取得見込みの人を含む） 

②昭和４７年４月２日以降に生まれた人 

     ③志摩市に通勤可能な人 

     ④地方公務員法第１６条(欠格条項)に該当しない人 

 

３ 試験の方法 

 

試験科目 内 容 

作文試験 指定テーマによる作文試験（８００字程度） 

面接試験 個別面接方式による面接試験 

 

４ 申込書の入手方法 

  入手方法は、次の２とおりあります。 

（１） 直接入手する場合 

 配布期間 平成２４年１月４日(水)～平成２４年１月２０日(金) 

午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日を除く） 

 配布場所 総務部総務課（市役所５階)、志摩市民病院、各支所 

   

（２） 郵送で請求する場合 

封筒の表には朱書きで「看護師採用試験申込書請求」と記入し、平成２４年１月１６

日(月)までに次の宛先に送付してください。 

 

〒５１７－０５９２  

三重県志摩市阿児町鵜方３０９８番地２２  志摩市役所 総務部 総務課  

 

封筒の中には、自分の住所・氏名を記入し、１２０円分の切手を貼付した返信用封筒

(角２サイズ 縦３３０㎜×横２４０㎜)を同封してください。 

※返信用封筒表面の自分の名前の下には、「様」と書き入れてください。「行」「宛」

等は記入しないでください。 
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５ 申込手続き 

申込方法 

 

申込書に必要事項を記入し、次の書類を添えて持参又は郵送(受付期間内 

必着)により提出してください。 

 

① 受験申込書 

・写真(４㎝×３㎝)を貼付 写真の裏には氏名を記入のこと 

  ３か月以内に撮影した正面、上半身、脱帽、無背景のもの 

  

② 受験票（ハガキ） 

  本人へ送付しますので、表面には受験者本人の住所・氏名を記入し、 

  ５０円切手を貼付してください。(自分の名前の下には、「行」「宛」等 

  は記入しないでください。) 

  裏面は、何も記入せず白紙で提出してください。 

 

③ 看護師免許証または准看護師免許証の写し 

  （取得見込みの人は資格取得見込み証明書を提出） 

申 込 書 

提 出 先 

 

〒５１７－０５９２  

三重県志摩市阿児町鵜方３０９８番地２２ 志摩市役所 総務部 総務課 

電話０５９９－４４－０２０１ 

 

※郵送により申込書を提出される場合は、朱書きで「看護師採用試験申込書

在中」と記入し、申込受付期間内必着で送付してください。 
 

申    込 

受付期間 

平成２４年１月４日(水)～平成２４年１月２０日(金) (但し土日祝日は除く。) 

午前８時３０分～午後５時１５分 

 

 

６ 試験の日時及び会場 

試 験 日 平成２４年２月５日(日) 

試験会場 
志摩市役所 ４階 ４０４会議室 

三重県志摩市阿児町鵜方３０９８番地２２ 

試験時間 

受  付  午前 ８時３０分～午前 ８時５０分 

説  明  午前 ８時５０分～午前 ９時００分 

作文試験  午前 ９時００分～午前１０時００分 

面接試験  午前１０時１５分～ 

  ※１月３１日(火)までに受験票が到着しない場合は、総務部 総務課 人事研修係まで 

連絡してください。 
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７ 合格者の決定及び発表 

（１） 決定方法 

 作文試験及び面接試験の結果に基づいて決定します。 

（２）発 表 

 試験終了後、約２週間後に受験者に通知します。 

 

８ 採用予定年月日    

   平成２４年４月１日 

 

９ 給与等 

   給与、その他の勤務条件は、志摩市条例規則等によります。 

 

１０ 勤務先 

   志摩市民病院 

   （人事異動により勤務先を変更することがあります。） 

 

１１ 問い合わせ先 

   この試験に関するお問い合わせは、志摩市総務部総務課人事研修係へお願いします。 

   (電話０５９９－４４－０２０１) 

 

１２ その他 

     お預かりしました個人情報は、市の職員採用試験に必要な範囲のみに利用させていただ

きます。 

なお、採用試験に伴ってお預かりしました各種書類(申込書等)は、返却することができ

ませんので、あらかじめご了承ください。 
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日本国籍を有しない人が志摩市職員採用試験を受験するにあたって 

 

日本国籍を有しない人の任用等について 

 

 「公権力の行使」又は「公の意思の形成への参画」にたずさわる公務員となるためには、日

本国籍を必要とし、それ以外の公務員となるためには、必ずしも日本国籍を必要としないとい

う、いわゆる公務員に関する基本原則に基づき、任用されます。 

したがって、日本国籍を有しない人については、「公権力の行使」に係る職務にたずさわら

ないことを条件として、事務職への任用を行います。 

また、日本国籍を有しない人については、職種を問わず、「公の意思の形成への参画」にた

ずさわる職には、将来においても、任用しないことを条件として、採用を行います。 

 

このことから、日本国籍を有しない人が本市職員(事務職)となった場合には、次に掲げるよ

うな「公権力の行使」に係る職務にたずさわることができません。 

日本国籍を有しない人は、どのような職種であっても、次に掲げる「公の意思の形成への参

画」には、将来においても、任用されません。 

 

 

「公権力の行使」に係る職務について 

１ 住民に対して命令、強制等を加え、一方的に住民の権利を制限したり、自由を規制した

り、権力的に規律したりする内容を含む業務 

２ 公共の福祉の維持・増進のため、市民等に対して義務や負担を一方的に課する内容を含

む業務 

３ 住民に対して強制力をもって執行する業務 

４ 施設管理等に関する裁量権のある業務 

 (「公権力の行使」に係る職務の具体例) 

○ 建築確認、都市計画決定、生活保護決定、設備の設置命令、税の賦課、強制力のある

立入検査、土地収用、税等の滞納処分、施設の利用許可、道路の占用許可などに係る業

務 

（１） 「公の意思の形成への参画」にたずさわる職について 

「公の意思の形成への参画」にたずさわる職とは、職種を問わず、課長及び課長に類する

権限を有する職と、志摩市の活動について、その企画、立案、決定等に関与する事務に就

く職が該当します。 

したがって、もっぱら専門的な分野における調査・研究等に係る事務や技術的な事務、

あるいは特命の域での補佐的・補助的な事務などにたずさわる課長補佐までの昇任は可能

となります。 

 


